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入学説明会資料  

令和５年１１月２９日(水) 

 

１３：３０～      日程説明 

   １３：３５～１４：１５ 講演会 

   １４：１５～１４：４５ 入学説明 

               アレルギー説明 
 

  第５１回入学式 令和６年４月１０日(水) 
 

 

 

 

 

学校教育目標 
 

「心豊かに明るくたくましく生きぬく児童」の育成 

 
 ①学習や課題に「進んで取り組む子」 
 ②認め合い思いやる「心豊かな子」 

 ③運動が好きな「たくましい子」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船橋市立薬円台南小学校 
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【その他同封資料等】 

●学校費預金口座振替依頼書の作成について 

○ご存じですか ＤＶと虐待の深い関係 

○防犯ブザーを配付します 

○災害共済給付制度資料「学校でけがをしたときは・・・」 

○麻しん風しん混合（MR）ワクチン 

○自分の命を守る 交通ルールを覚えよう 

○なにが違うの？「船っ子教室」と「放課後ルーム」 

○「船っ子教室」のご案内 

○広報ふなばしを無料でお届け 

◎自分で考える子どもに育てる（子育て学習資料） 

◎就学時健診等における子育て学習アンケート（椅子の上・本日回収） 

〇防犯ブザー・シール 

 

【別封学校給食関係資料】 

 〇学校給食費及び日本スポーツセンター災害共済給付制度関係書類 
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 令和６年４月１０日（水）は、お子様の小学校入学という記念すべき日です。お子様はもとより、

ご家族の皆様のお喜びもひとしおのことと存じます。 

 学校でも、職員・在校生そろって、お子様のご入学を心からお待ちしております。 

 

１ 本校の概要            

  ○ 所 在 地  船橋市薬円台２丁目１８番１号 

            ＊学区 ［国道２９６号線（成田街道）の南側］ 

                 薬円台１．２．３丁目 

                 薬園台町１丁目  

                 田喜野井５丁目２０番 ３３番～３９番 

                     ６丁目１番～２３番 

                     ７丁目 

                 習志野１～３丁目 

                    ４丁目１番～４番 

                     ９番３号・４号 １０番～１７番 

 

  ○ 学校の沿革    ・創立 昭和４９年４月１日 薬円台小学校から分離して開校    

             本年創立５０周年 

            ・学級数 １７学級 (令和５年度) 

            ・児童数 ５０４名 （令和５年１０月３０日現在） 

            ・教職員数 ３９名 

                         

 

２ 学校経営の基本方針 

  本校では、「心豊かに明るくたくましく生きぬく児童の育成」を学校教育目標に掲げ、新しい

時代を担う知・徳・体のバランスのとれ、社会の変化に対応できる児童の育成を目指して、全職

員一丸となって、日々の教育実践に努力しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「笑顔」「感謝」「協力」を合言葉に、「挑戦」「努力」できる 

子どもたちの育成を目指しています。 

 

 

－「心豊かに明るくたくましく生きぬく児童」の育成－ 

 ①学習や課題に     「進んで取り組む子」 

② 認め合い思いやる   「心豊かな子」 

                 ③ 運動が好きな     「たくましい子」      

 

入 学 の 手 引 き 
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３ 入学式について 

 （１）日 時 令和６年４月１０日（水）午前１０：００開式 

                    

     ９：００～９：２０受付 １階児童昇降口 

     （９：２０までには、必ず登校してください） 

         ９：３０～ ９：５０  保護者 式場に入場 

         ９：５５～１０：００  １年生入場 

        １０：００～１０：３０  入学式 

        １０：３０～１１：３０  記念撮影・学級での説明等 

        １１：４０        下校 

※変更等がある場合は、ホームページへの掲載及び学校メールにて、お知らせいたします。 

 

 （２）当日、ご用意いただく物 

 

 

 

 

  

 

 

 （３）重要事項 

 

 

 

 

 

 

４ 学級編制について 

   お子様のクラスについては、入学式当日に、１階児童昇降口に貼り出します。 

   各組の人数は均等に編制します。 

 

５ 教科書について 

教科書が早くほしいとお考えのことと思いますが、国から無償で給与される関係で入学式当

日の配布となります。教科書無償の趣旨をお子様にも説明していただき、大切に活用されるよ

うにご指導ください。 

 

６ 通学路について 

   児童が登下校に使う道路は、通学路として指定されています。危険防止の観点からも、通学

路を使って登下校をさせてください。 

 

 
● 受付で提示・提出するもの 
・入学通知書（教育委員会発行） 

 
● 持ち物 
 ・手提げ等の入れ物（教科書・共同購入学用品等を配布します） 
 ・保護者用スリッパ等の上履き   ・児童上履き 

 
   転居等により本校に入学しない場合は、必ずご連絡ください。 
入学式に出席できない場合も、事前に学校へご連絡ください。 

電話 ４６４－６０９１ 
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７ 校納金について 

   本校では、口座振替により校納金を集金させていただいております。詳細は、同封の「学校

費預金口座振替依頼書の作成について」を参照の上、お手続きください。千葉興銀の窓口で手

続きを行い、１月１２日（金）までに振替依頼書＜学校控＞を事務室に提出してください。 

なお、令和５年度の１年生の校納金【参考】は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※PTA会費は一世帯での集金のため、兄弟姉妹で在校されている場合は下のお子様のみの集金です。 

 

８ メール登録 

  入学式前にも、連絡事項や行事予定等に係るお知らせを送ります。本日中に必ず登録してくだ

さい。兄姉が在籍中の場合には登録内容の追加・変更をしてください。 

１２月４日（月）１７：００頃にテストメールを送ります。メールが届かなかった場合は、 

学校までご連絡をお願いします。  登録方法は最終頁を参照。 

 

９ お手紙の配布方法について 

  令和５年１１月から、手紙の配布についてホームページへのアップロードに変更となりました。

アップロードされましたらメールにてお知らせし、リンクから手紙を確認いただく方法です。 

学級からの手紙や申込書が添付されているものはこれまで通り、紙での配布となります。 

 

10 その他 

（１）入学に際し、心配なこと等がありましたら、教頭までご連絡ください。 

 （２）入学式までに転居が決まった場合、必ず学校へ連絡をお願いいたします。 

 （３）児童の登下校時等に全国各地で、不審者による事件が発生しています。 

入学までの間に親子で学校までの道を確認し、どこが危ないのか、不審者に出会った場合の

対処の仕方などについて、話しておいてください。 

    尚、本校では、「いかのおすし」を指導しています。 

 

      ついて いか ない 

      知らない人の車には のらない 

      おお声を出す 

      すぐにげる 

      しらせる 

１ 
 

年 

振替日 6月 16日 9月 15日 合 計 

教材費 10,440 2,325 12,7650 

学年費・校外学習費 400 3,510 3,910 

ＰＴＡ ※ 3,000   3,000 

銀行手数料 110 110 220 

合計 13,950 5,945 19,895 
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お子様は１年生になり、集団生活が始まりますが、学校生活が、より実り多いものとなりますよう

に、以下について留意され、各ご家庭で準備を進めてください。 

  

 

 

１．入学前に取り組んでいただきたいこと 

 （１）自分の名前を、言える、読める、書けるとよいです。机・靴箱・ロッカ－等に自分の名前

が書いてあるので、入学式の日に自分で見つけられるとよいですね。 

 （２）机に向かいイスに座って、絵本を読んだり、お絵描きをしたりする時間をつくりましょう。

小学校は４５分授業です。今から少しずつ慣らしていきましょう。 

（３）自分の物は自分で管理できるよう意識させていきましょう。例えば、ランドセルの開け閉

め、使ったものの片づけ、衣服の着脱や服を畳んで袋にしまうなど、少しずつ「やってあげ

る → 一緒にやる → 自分でやる（親は確認する）」と移行していきましょう。 

（４）「おはよう。」「ありがとう。」「ごめんなさい。」「さようなら。」を自分から伝えら

れることは、集団で生活していく上でとても大事です。家族であっても言えるようにしまし

ょう。 

（５）絵本にたくさん親しんだり、虫捕りをしたり、絵を描いたり・・・。自分から興味のある

ものに熱中する「熱中力」「好奇心」を育む時間を大切にしてください。 

 

★学校での様々な出会いを楽しみに入学式を迎えてくれるとうれしいです★ 

 

２．学校生活に向けてご留意いただきたいこと 

P９からの「小学校生活をもっと楽しくするために！」、P20からの「薬南小のきまり」「薬

南小の生活」を参考に、お子様が入学後にこれまでの生活との大きなギャップを感じて不安にな

ったり、集団生活にスムーズに入れなくなってしまったりすることのないよう、準備をお願いし

ます。特に生活に関わる以下の内容については、入学前までに確認してください。 

  

 （１）就寝時刻、起床時刻、用便の時間等、規則正しい生活を身につけさせることが大切です。 

    学校は、８時１０分に始まります。学習の支度を済ませ、ランドセルを棚にしまえるよう 

   に、７時５０分～８時００分までに登校します。 

（２）用便が一人でできるようにしましょう。また、朝、大便ができるように習慣づけをお願い

します。現在は、全て洋式便所です。 

 （３）自分の物と他人の物の区別ができるよう、学用品は一緒に確認し、すべての物に名前を書

いてください。 

 （４）顔を洗うこと、食後に歯を磨くこと、爪を切ること、食事前や運動後に手を洗うことなど、

衛生的な生活に自分から取り組めるようにしましょう。 

（５）給食時間は２０分程度です。時間を意識して食べ、嫌いなものでも一口食べられるように

しておくとよいです。 

入 学 に 向 け た 準 備 に つ い て 

ひとつずつ 確認しながら 計画的に ゆっくりと 



7 

（６）本校では集団登校は行っていません。自宅から学校までの道順を覚えられるように練習し

てください。下校については、入学後しばらくは集団下校を行い、家の近くまで職員が同

行します。 

 （７）交通ルールを守ること、道路の歩き方を教えてください。安全に登下校できることが最も

大事なことです。子どもの交通事故の原因で最も多いのが「飛び出し」です。また、知ら

ない人に声をかけられても、ついて行かないようにご指導ください。別添「自分の命を守

る 交通ルールを覚えよう」をご活用ください。 

  

３．学用品について 

持ち物には、全て平仮名で記名してください。衣服、ランドセル、靴、ハンカチなどはもちろ

ん、学用品も鉛筆、消しゴム等、全部に名前を書いてください。なお、各袋は用途やサイズが適

合していれば、手作りでも既製品でも構いません。 

（１） 次のものを用意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆の物は「もりたや洋品店」（船橋市薬円台 2-2-3 ℡466-3654) で販売しています。 

 

     

 

 

 

○筆箱（缶や袋タイプではなく、鉛筆が１本１本入る箱タイプのもの）   

   ※学習意欲がそがれないシンプルな物が望ましい。 

○鉛筆（２Ｂ）３本  ○赤青鉛筆１本 ○下敷き１枚  

○消しゴム（色は白 柔らかく消しやすいもの）○色鉛筆（１２色） 

○油性のクレヨン（１６色） ○マスク入れ ○雑巾２枚（1枚は記名、1枚は無記名） 

☆防災頭巾及びカバー  

☆赤白帽子 

☆体操服（上 1925 円～ 下 2310 円～）  

○道具袋【巾着･小】（セロハンテープ、ハサミ、のり） 

○給食袋【巾着・小】（口ふき・歯ブラシ・プラスチックのコップを入れる）  

○体操服を入れる袋【巾着・大】 

○上ばき（学校指定はありませんが、運動しやすいく、滑りにくいものが望ましい） 

○上ばき入れ   

○手さげ袋（２枚用意してください。１枚は図書バッグで本を入れるため、重さに耐えら

れる物をご用意ください。) 

給食袋・道具袋    体操服袋        上履き入れ      手さげ袋 

 

 

 

 

 

 （約 15×約 20cm） 

           （約 30×約 40cm） 

      （持ち手が長すぎたり、大きすぎたりすると床について危険） 

○ランドセル（ランドセル以外のものを使用したい場合にはご相談ください）  

約 50㎝ 

以内 
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 （２）次の物は、必要に応じて共同購入します。代金は、銀行口座より引き落とします。 

 

 

 

 

 （３）その他 

   ①防災頭巾について 

    非常災害に備えて、カバーに入れて常時防災頭巾を用意しています。 

新入学児童についても、入学までに準備していただくことになります。 

カバーは背もたれ式防災頭巾のカバーの購入をお願いします。 ※展示品参照。 

防災頭巾は幼稚園、保育園等で使用したものを続けて使用しても構いません。 

   ②入学後、鍵盤ハ－モニカ、絵の具セット、油粘土、粘土板を希望販売する予定です。 

（現在使用しているものがあれば購入の必要はありません） 

③その他、入学後に必要となる物については、その都度各担任が連絡いたします。 

 

 

４．欠席や遅刻の連絡について 

  遅刻や欠席は Googleフォームに当日に入力または、朝、７時３０分から８時００分までの間

に、学校に電話をお願いします。その際、休む連絡だけでなくお子様の症状もお知らせください。

（毎朝、教育委員会へ欠席人数・理由を報告しています。） 

  なお、通院や法事など、事前にわかっている欠席については、前日までに連絡帳でお知らせく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※職員の勤務は基本的に８：０５～１６：３５ですが、朝７：３０～夕方１８：００までは電話

はつながります。 

 

 

 

 

 ○国語・算数ノ－ト    ○連絡帳        ○連絡袋   

 ○自由帳         ○名札         ○引き出し 

 〇書き方えんぴつ（４B）  〇ネームペン 

👈 Google フォームの 

欠席連絡用ＱＲコード 

 

 何らかの理由で登校を渋っている、いやなことがあった等、直接担任がお話伺った方

がよい場合もあるかと思います。心配な状況があるときは電話でご相談ください。担任

が学級指導中の場合には、折り返し連絡をさせていただきます。 
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小学校生活をもっと楽しくするために！ 

 来年４月には、お子様の小学校生活がスタートします。スムーズなスタートができると
学校生活がより楽しいものとなってきます。 
今のお子様の様子から以下の項目についてチェックしてみてはいかがでしょうか。 

 ≪チェックの仕方≫ 
    「◎」よくできる。    「○」少し心配である。    「△」わからない。 

NO 項    目 ◎○△ NO 項    目 ◎○△ 

 

１ 

 

朝 6:30～7:00 の間に自分で 

起きることができる。 

  

13 
人の話を目を見て聞くこと

ができる。 

 

 

２ 

 

顔を自分で洗うことが 

できる。 

  

14 
人の話を最後まで聞くこと

ができる。 

 

 

３ 

 

歯を磨くことができる。 

  

15 

うまくいかないことがあっ

てももう少しだけがんばれ

る。 

 

 

４ 

 

洋服を自分で着ることが 

できる。 

  

16 
自分の氏名を答えることが 

できる。 

 

 

５ 

 

ねまきを自分で たたむこと

ができる。 

  

17 
父・母・兄弟姉妹の名を 

言うことができる。 

 

 

６ 

 

食事を２０分位で済ます 

ことができる。 

  

18 
友だちと仲良く遊ぶことが

できる。 

 

 

７ 

 

 

箸を使って食事ができる。 

  

19 使ったものを自分で片付け

ることができる。 

 

 

８ 

 

毎朝、自分でトイレに行き  

大便をすることができる。 

  

20 

道路の右側を歩くことや、 

歩道があれば歩道を歩く 

ことができる。 

 

 

９ 

 

 

トイレから出た時は、必ず、 

手を洗、タオルやハンカチで

自分でふくことができる。 

  

21 横断歩道では、信号にした

がって渡ることができる。 

 

 

10 

 

 

出かける時は「行ってきま

す」 帰った時は「ただいま」

と言うことができる。 

  

22 横断歩道は左右を確認して

渡ることができる。 

 

 

11 

 

「はい」と返事ができる。 

  

23 
道路に出る時は、飛び出し

たりしない。 

 

 

12 

 

「ありがとう」「ごめんなさ

い」を素直に言うことができ

る。 

  

24 

 

通学路を通って登下校する

ことができる。 

 

※ 「○」「△」がついた項目は、入学までにできるように心掛けてみましょう。 
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児童の健康な生活のために （保健室より） 

  

学校生活を送る上で健康なからだは基本です。そのために、幼児期から心がけていただ 

きたいこと、また学校生活でのお願いがありますのでご協力お願いします。 

◎基本的な生活習慣をつけましょう 

 〇快眠・快食・快便でリズムのある生活を送るようにしましょう。 

  ・早寝早起きを心がけましょう。 

  ・朝ご飯はしっかり食べるようにしましょう。 

 〇身の回りを清潔に保つようにしましょう。 

・清潔なハンカチ、ティッシュを必ず持つようにしましょう。 

  ・歯磨き、手洗いの習慣をつけてください。  

    ・爪はこまめに短く切っておきましょう。                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学校では給食後の歯磨きを推奨しています。歯ブラシ・プラスチックのコップを袋に入れて持

たせてください。また、毎週水曜日の朝にフッ化物先口を行っています。 

 

◎感染予防対策として 

・咳が出るときや学級で感染症が流行している時にはマスクの着用を促します。ランドセルには

必ず予備のマスクを２、３枚用意してください。 

 ・発熱や風邪症状等、体調不良時は無理せず学校に連絡し、休ませてください。 

 ・同居の家族に発熱や風邪症状等がある場合は本人が健康であれば、登校できます。 

 

◎学校における予防すべき感染症について 

（以下□枠内の感染病にかかった場合は、学校保健安全法施行規則第 18・19条に基づき出席停止 

  扱いになります。） 

 麻疹（はしか） 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 風疹（三日ばしか） 

 水痘（みずぼうそう） 百日咳  インフルエンザ  新型コロナウイルス 結核 

 咽頭結膜熱（プール熱） 流行性角結膜炎（はやり目） 溶連菌感染症 

 髄膜炎菌性骨髄膜炎 伝染性紅斑（りんご病） 手足口病 マイコプラズマ肺炎 

ヘルパンキーナ 等 

  その他：医師がほかの児童に感染するおそれがあるため休むように指示した病気 

  ・医師に診断されましたら、担任に病名をお知らせください。 

  ・診断書は必要ありませんが、医師の登校許可が出てから登校させてください。 

基本的な生活習慣

の形成 

心の健康 学習成果 

 心の健康に特に関連の強い生活習慣項目 

 食事習慣…朝食を食べる 

      夕食時刻が決まっている 

       

 睡眠………就寝時刻が決まっている 

      すぐ眠りにつく 

      朝、目覚めがよい 

 運動………外で遊ぶのが好き 
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◎主治医について 

  学校で医療機関の受診が必要なけがをした場合は、まず保護者の緊急連絡先に連絡をしますが、

連絡が取れない場合は調査票に記載されている主治医に搬送します。主治医がなくても搬送希望

の病院があれば記入しておいてください。 

    なお、保護者の方への連絡が取れない場合は、学校で判断して病院へ移送することもあります。 

（通院は、転院可能です。申し出てください。） 

 

◎予防接種について  体調の良いときに受けておきましょう。 

   四種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア・ポリオ)‥‥‥生後９０か月まで 

  ＭＲ(麻疹・風疹混合)‥‥２回目 就学するまで 

              「麻しん風しん混合（MR）ワクチン」参照 

 

◎既往症のあるお子様について 

  心臓病・腎臓病既往のあるお子様は、入学後に学校生活上での配慮等について主治医に記入し

ていただく学校生活管理指導表を配布します。事前に必要があればお申し出ください。 

  ＊お子様の健康面についてご心配があるときは、保健室・渡辺までご連絡ください。 

 

◎緊急連絡先について 

 ・お子様のけがや病気でご家庭に連絡することがあります。緊急の外出や不在時は、外出先をお

子様に伝えておくなどして、いつも何らかの形で連絡が取れるようにしてください。 

・入学後に配布する調査票に緊急連絡先を２ヶ所は記入してください。 

 ・お子様のケガや病気などで下校させる場合は、必ず保護者の方のお迎えをお願いします。 

お子様だけの下校や未成年の兄姉等への引き渡しは安全管理上できません 

 

◎日本スポーツ振興センターについて    

  日本スポーツ振興センターとは、学校管理下でおきた外傷(一部疾病を含む)について、医療費

の給付を行う制度にかかわる機関です（交通事故は対象外になります）。加入については任意と

なります。【別添】「学校でけがをしたときは」及び【別封】日本スポーツセンター災害共済給

付制度関係書類をご確認ください。 

 ・学校管理下とは、登下校中、授業中、クラブ活動中、また、校外学習や修学旅行などの学校行

事を含みます。 

 ・治療請求額 5,000円以上（支払額 1,500円以上）が対象になります。 

  接骨院については、支払額 5,000円以上になります。 

 

 ・給付金の請求は、保健室が窓口で手続きをします。学校管理下でおきた外傷で 

病院を受診されましたら，担任まで連絡してください。 

  ・日本スポーツ振興センターの制度を適用する場合は、 

子ども医療費助成受給券、ひとり親家庭等医療費助成受給券は使用せず、 

  健康保険証を使い、病院窓口で支払いをして下さい。 
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学 校 給 食 に つ い て 

 給食を通して、好き嫌いをなくし、健康で明るい学校生活が送れるよう心がけてまいります。 

 

学校給食の目標  
 １．適切な栄養摂取による健康の保持増進 

 ２．食事について正しい理解を深め、望ましい食習慣を養う 

 ３．明るい社交性及び協同の精神を養う 

 ４．生命及び自然に感謝し、環境を大切にする心を育てる 

５．食にかかわる人々に対する感謝の心を育てる 

６．日本の伝統的な食文化についての理解を深める 

７．食料の生産、流通及び消費についての正しい理解を深める 

 

給食の開始にあたって、学校から家庭へのお願い 
 子どもの嗜好は、食経験、生活環境から作られていきます。児童期により多くの食品を食べるこ

とで、食経験は豊かになります。 

 学校給食では、子どもたちが生涯を健康に過ごせることを願い、バランスよく食べられるよう、

様々な食品を献立に取り入れています。家庭と学校が連携し、子どもたちの食生活をよりよいもの

にできればと願っています。 

  

１ 食事の前には、手を洗う習慣を 

  食前の手洗いと、清潔なハンカチを使うことを習慣化するようにお願いします。 

 

２ 食事の準備、後片づけ 

  子どもたちで配膳や片付けを行います。ご家庭でも、しゃもじやお玉を使って盛り付けをしたり、

食器を運んだり片付けができるように練習してみましょう。 

 

３ 食事のマナー 

  学校給食は、たくさんの人と一緒に食事をするときのマナーに重点をおいて指導します。ご家庭

でも、「いただきます」「ごちそうさま」の食前食後のあいさつ、正しいはしのもち方等ができる

ようにしましょう。 

 

４ 食べる時間について 

  給食を食べる時間は、２０分程度です。ご家庭でも、２０分位で食べられるように、食事を楽し

みながらも、自分の席で落ち着いて、座って食べることができるようにしましょう。 

給食では、様々な種類の食べ物や料理が出ます。魚の食べ方など練習をしておきましょう。また、

自分で、みかんや、いよかんなどの皮をむいたり、ジャムの小袋、ヨーグルトのふたを開けたりし

ます。自分でできることを増やしておきましょう。 

 

５ 衛生的な食事をするために 

  毎日忘れずに給食用の口ふき用ミニタオル（当番は給食専用マスク）を持たせてください。 

おおよそ１週間ごと、順番に給食当番をします。週末白衣を持ち帰ったら洗濯、アイロンがけをし

て、月曜日には、学校に持たせてください。 
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給食費について 

  平成２７年度から、船橋市が給食費を市の歳入歳出予算として管理することになっています。給

食費の手続きなどにつきましては、別封筒の「給食費に関するお知らせ」（船橋市教育委員会）を

ご確認の上、手続きをお願いします。 

 また、船橋市では、令和４年度１月より多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、

第 3子以降の義務教育期間における学校給食費について無償化を実施しています。無償化にあたり、

申請書を毎年度提出する必要があります。申請方法及び詳細については、船橋市ホームページから

ご確認ください。 

 口座振替でご指定いただいた口座は、お子様が船橋市立の小・中学校に在籍している間は給食費

支払い用としてご利用いただくことができます。（中学進学時に改めて手続きを行う必要がありま

せん。） 
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令和５年１１月２９日 

保護者 各位 

船橋市立薬円台南小学校 

校 長   萩 谷 高 史 

 

学校給食における食物アレルギーの対応について 

 

 船橋市の学校給食での食物アレルギー対応は、「船橋市学校給食 食物アレルギー対応マニュア

ル」に沿って実施しています。本校におけるアレルギー対応実施までの流れについてお知らせいた

します。入学後、学校でのさまざまな活動を開始できますようにご協力をお願い致します。 

 

１．アレルギー対応実施までの流れ 

 ① 食物アレルギー調査（就学時健康診断の際に回収） 

 

 ② 「学校生活管理指導表」の提出 

   ア．医師に確認してもらう内容 

（アレルギー専門医の受診をお勧めします） 

     ・原因食品の特定 

     ・原因食品を食べたときの症状 

     ・学校に携帯する薬の有無 

     ・揚げ油の共用ができるか 

     ・調味料、出汁、添加物に使われている場合食べられるか 

     ・＊コンタミネーション※があっても食べられるか 

      （例）・給食室で原因食物を調理している場合 

         ・食器や調理器具を共用している場合 

     ・次のような記載があっても食べられるか 

      （例）・本製品製造工場では○○を含む製品を製造しています。 

         ・本製品で使用しているしらすはエビ等が混ざる漁法で採取しています。 

         ・本製品で使用している○○は、エビやカニを食べています。 

     ・ナッツ類、魚卵、果物等は具体的な食品名を記載してもらう 

          ・卵アレルギーの場合、生卵だけか、マヨネーズ・加熱した卵・卵を含む加工食品も 

      食べられないか 

（生卵のみ場合は、「マヨネーズ・加熱した卵は食べてよい」等記載してもらう） 

       

※コンタミネーションとは                     

 原材料として使用していないにもかかわらず、アレルギー物質が微量混入してし 

まうこと  （「アレルギー対応マニュアル」より） 

    

     

 

保護者の連絡先の記入を忘れずに 

お願いします。 
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イ．提出期限 

     令和６年１月 1０日（水）までに学校にお持ちいただくか、郵送にて提出願います。 

 

③ 入学前、「学校生活管理指導表」をもとに保護者と関係職員（教頭・養護教諭・栄養士）によ 

る面談を実施します。 

   （１）「令和６年度 食物アレルギー取り組みプラン」  

（２）「令和６年度 緊急時個別対応カード（食物アレルギー）」 

（３）「４月の食物アレルギー対応表」配布 

・アレルギーの内容について確認 

・最終的に対応方法を決定する 

    ・緊急時の対応等について確認する 

    ・学校給食で対応できる範囲を説明 

★学校と保護者の合意のもと、面談終了時記入し、提出していただきます。 

 

 ④ 入学式後に、各教室で保護者と関係職員（教頭・担任・養護教諭・栄養士）による顔合わせ

を実施します。「４月の食物アレルギー対応表」をご準備ください。 

 

⑤ 毎月、原材料を詳細に記入した資料を配布し、「食物アレルギー対応表（食べられない料理が

わかように表にしたもの）」に毎月、保護者が記入。学校側で確認し共有します。  

      

２．給食費について 

   アレルギーによる、給食の停止は、１日単位で届出が可能です。停止に伴う、給食費の調整

は年度末に行われます。 

 

 

食物アレルギーをお持ちの場合は必ず医療機関を受診ください。 

船橋市では、食物アレルギーを有するお子様については、学校給食だけではなく、校内に 

おける教育活動（家庭科・生活科・総合的な学習の時間・特別活動等）および校外学習、宿 

泊を伴う、行事等で食材を扱うすべての場面で配慮が必要になります。給食に出ない食材で 

あっても、アレルギーをお持ちの方は必ず申し出てください。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【担当】 

  船橋市立薬円台南小学校 

  栄 養 士 ： 濱田 紀子 

  養護教諭 ：  渡辺  文 

☎ ：４６４－６０９１ 



令和５年１１月 

 

新入生保護者の皆様 

船橋市教育委員会 

 

船橋市の学校給食について 

 

船橋市では、学校給食における食物アレルギーによる事故を防止するため「船

橋市学校給食アレルギー対応マニュアル」に基づいた対応を実施しています。 

食物アレルギーをお持ちのお子様については、安全を第一に考え、以下の３点

を原則としています。 

 

（１）医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

（文部科学省作成・「学校給食における食物アレルギー対応指針」より） 

（２）安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するか、全く提供しな

いか）を原則とする。 

        （文部科学省作成・「学校給食における食物アレルギー対応指針」より） 

（３）本人の除去は認めない。      （船橋市学校安全対策委員会の方針より） 

※ 具体的な例としては、乳アレルギーがあり、飲用牛乳が飲めない場合は、

乳を使用しているパンやシチュー等の提供もできません。 

 

つきましては、お子様が食物アレルギーをお持ちの場合には、担当者から「学

校生活管理指導表」をお受け取りになり、医療機関を受診していただいた後、学

校にご提出ください。 

ご提出いただいた「学校生活管理指導表」を基に、お子様のご入学後の給食実

施について、各学校の担当者と面談をしてくださるようお願いいたします。 

詳細は、各学校担当者からの説明をお聞きください。 

 

お願い 

学校給食は集団給食の限られた施設・人員で実施しているため、対応範囲に

ついては、必ずしも保護者様のご希望に沿うものとは限らないことをご承知お

きくださいますようお願い申し上げます。 

 【裏面も必ずご覧ください。】 



Ⅱ 船橋市小学校給食の食物アレルギー対応ガイドライン

１ 基本  

船橋市は、令和２年３月に(公財)日本学校保健会から発行された「学校のアレ

ルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に沿ったアレルギー対応を実施す

る。 

 

 

２ 対応  

食物アレルギーで通常の給食を食べることのできない児童がいる場合は、原

因食物および種類・症状の強弱などについて、「学校生活管理指導表（アレルギ

ー疾患用）」を基に保護者との個別面談（保護者、管理職、学級担任、養護教諭、

栄養教諭・学校栄養職員）を通じて、個別にその児童の状況に応じて、現状で行

うことのできる最良の対応を講ずる。 

 

 

３ 給食実施日における４段階の個別対応  

（１）給食実施日ごとの使用食品のわかる資料を提示する。 

（２）給食実施日の献立の主食や主菜（主たるおかず）が原因食物の場合は除去 

が困難なため、それに代わるものを一部家庭より持参してもらう。 

（３）アレルギーの原因食物が多種類にわたる場合や症状が重い場合は、給食で 

の対応が困難なため、家庭から弁当を持参してもらう。 

（４）給食実施日の献立において、原因食物を完全除去する。 

※年々食物アレルギー児童の増加傾向が見受けられる中、学校における対応総人数 

の増加、重度のアナフィラキシーの症状を示すケース、コンタミネーション(浮遊 

物等などの微量混入反応)による症状を示すケースなどにおいては、児童への安全・ 

安心な給食の提供を第一と考え、アレルギー対応における除去食対応を困難と判断 

する場合もある。 

 

 

４ その他  

学校は「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」に基づき、食物アレルギ

ーを持つ児童を把握する。対応については、児童の症状の変化や学校の対応可能

範囲が年々変化することから、年度ごとに見直し決定する。 



船橋の学校給食 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

船橋市「学校給食調理の基本」 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

船橋では１校１名の栄養教諭・学校栄養職員が在籍し、 

各校の給食室で安全・安心な手作り給食を提供しています。 

①食べる児童・生徒の立場にたって 

愛情を込めた料理をつくります。 

子供たちが安心して食べられる 

おいしい給食づくりを心がけています。 

③安全な食品を使い、 

衛生的な調理を行います。 

添加物のないものや国産品を優先して 

使います。 

④適温給食を心がけます。 

温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たく提供 

できるように調理します。 

②料理は手作りを基本にしています。 

小麦粉とバターを炒めて、カレーや 

シチューのルウを作ります。 

また、昆布やかつお節、煮干しなどを 

使ってだしをとります。 

裏面へ続く 



給食Ｑ＆Ａ 

～船橋産 旬の食材を食べて知る日～ 船橋の旬の野菜・くだもの・水産物 

毎月、学校ごとに船橋産の旬の食材を使用した献立を作成し、給食で味わっています。 

小学校１年生～中学校３年生までの９年間、給食を通して船橋の食材に親しむ機会をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だいこん キャベツ にんじん トマト 

こまつな えだまめ なし きゅうり 

かぶ 根深ねぎ ブロッコリー ほうれんそう 

米 のり スズキ ホンビノス貝 

船橋市のホームページで 

家庭でも手軽に作れる学校給食レシピ を公開中！ 

アクセスはこちらから 

 

魚が苦手という子に理由を聞いてみると、

「骨があって食べにくい」と教えてくれます。

骨がどこにあるのか伝え、骨のはずしかたの

お手本を見せると、自分から骨をはずしてみ

る子もいます。すぐには食べなくても、魚と関

わる機会ができます。 

また、ししゃもやわかさぎなどは、「よくか

むと骨まで食べられるよ。」と話します。 

苦手と感じている子が、食べたいと思う時

がいつ来てもいいように、ご家庭でも、給食で

も、魚を出す機会を作っていきたいですね。 

給食時間は、４５分ほどです。 

小学校では、ふきんをしぼって台をふいた

り、茶わんにごはんをよそったり、皿におか

ずを盛りつけたり、準備や片付けは子供たち

が行います。 

子供たちの「やってみたい」という気持ち

を大切に、ご家庭でも、食事の準備や片付け

に関わる時間を作ってみてはいかがでしょ

うか。 

食べる時間はどのくらいあるの？ 

給食の準備はだれがするの？ 

 

魚が苦手です。 

何か良い方法はありますか？ 
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参考資料 令和５年度版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忘
わ す

 れ 物
も の

 トラブル防止
ぼ う し

、安全
あ ん ぜ ん

のため 

・基本的
きほんてき

には放課後
ほうかご

、取り
と

に来ない
こ

。 

・どうしても必要
ひつよう

な場合
ばあい

は、必
かなら

ず職員室
しょくいんしつ

か事務室
じむしつ

に声
こえ

をかける。 

「○年
ねん

○組
くみ

 ○○です。□□を取

と

りに きました。」「○年○組 ○○です。□□を取り終

お

わりました。」 

・習字
しゅうじ

道具
ど う ぐ

、絵
え

の具
ぐ

は友だちから借
か

りない。（兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

には借
か

りてもよい） 

文
ぶ ん

 房
ぼ う

 具
ぐ

 授業
じ ゅ ぎ ょ う

に集中
しゅうちゅう

するため 

・華美
かび

でない、シンプル
しんぷる

な物
もの

を使
つか

う。 ・持
も

ち物
もの

には必
かなら

ず名前
なまえ

を書
か

く。 

・シャープペン
しゃーぷぺん

や蛍光
けいこう

ペン
ぺん

、折
お

りたたみ定 規
じょうぎ

、ペン型のはさみ、 

消
け

せない消
け

しゴムは使
つか

わない。（×におい消
け

しゴム、キャラ消
け

しゴム） 

・全 学 年
ぜんがくねん

、赤
あか

青
あお

鉛筆
えんぴつ

を使う。ボールペンは、持
も

ってこない。 

・学習
がくしゅう

に必要

ひつよう

の無

な

い物

もの

は持
も

ってこない。（キーホルダー、シール、メモ 帳
ちょう

など） 

・友
とも

だちとの交換
こうかん

、あげたり、もらったりは禁止
き ん し

。 

 

名
な

 札
ふ だ

 ・名札
なふだ

は、教室
きょうしつ

で保管
ほ か ん

する。学校
がっこう

でつけ外
はず

しを行
おかな

う。 

体
たい

 育
いく

   ・必要
ひつよう

な場合
ば あ い

は、体操服
たいそうふく

の中
なか

のシャツの替
か

えを持
も

ってきて、着替
き が

える。 

（汗
あせ

のままだと風邪をひいてしまう。） 

・体育
たいいく

の学習
がくしゅう

では体操服
たいそうふく

の中
なか

に長袖
ながそで

のシャツを着
き

ない。 

・寒
さむ

いときには体操服
たいそうふく

の上
うえ

にフードやチャックのない服
ふく

を着
き

る。 

その他 ・室内
しつない

では、ベンチコート・手袋
てふくろ

・帽子
ぼ う し

・ネックウォーマーはつけない。 

・裏
うら

校庭
こうてい

・岩石
がんせき

園
えん

は観察
かんさつ

以外
い が い

は行かない。登
とう

下校
げ こ う

も通
とお

らない。 

（緊急

きんきゅう

時

じ

に放送

ほうそう

が聞こえにくい、時計

と け い

が見えない、危

あぶ

ない） 

・特別
とくべつ

教室
きょうしつ

は子
こ

どもだけで使用
し よ う

しない。 

・ブランコやすべり台
だい

などの遊具
ゆ う ぐ

は、なるべく低学年
ていがくねん

にゆずりましょう。 

・一輪車
いちりんしゃ

や竹馬
たけうま

は、３年生
ねんせい

から使
つか

うことができます。 

・自転車
じ て ん し ゃ

は、おうちの方
かた

と相談
そうだん

し、４年生
ねんせい

の自転車
じ て ん し ゃ

の安全
あんぜん

教室
きょうしつ

で学習
がくしゅう

してから乗
の

ります。 
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 薬 南 小 の 生 活  

船橋市立薬円台南小学校 

生活
せいかつ

の場面
ば め ん

 活
かつ

 動
どう

 の 内
ない

 容
よう

 

登校
とうこう

 

○8時
じ

10分
ふん

までには席
せき

に着
つ

いています。（7時
じ

50分
ふん

前
まえ

には校舎
こうしゃ

に入
はい

れませ

ん） 

○交通
こうつう

のきまりを守
まも

って、通学
つうがく

路
ろ

を通
とお

って登校
とうこう

します。 

○欠席
けっせき

連絡
れんらく

は、専用フォームで行います。 

○体
たい

操服
そうふく

で登
とう

下校
げ こ う

しません。 

○授業
じゅぎょう

に必要
ひつよう

のないものは、持
も

ってきません。 

○登校
とうこう

したら左
ひだり

胸
むね

に名札
な ふ だ

をつけます。（下校
げ こ う

時
じ

に はずします。） 

○元
げん

気
き

にあいさつします。 

授業
じゅぎょう

 

○1回
かい

登校
とうこう

したら、勝手
か っ て

に校外
こうがい

に出
で

ません。 

○開始
か い し

の時刻
じ こ く

には席
せき

に着き、授業
じゅぎょう

が始
はじ

められるようにします。 

○委員会やクラブの後は、先生の指示以外では教室に戻
もど

りません。 

休憩
きゅうけい

 

○天気
て ん き

のよい日
ひ

は外
そと

で遊
あそ

びます。 

○雨
あめ

の日
ひ

は教
きょう

室内
しつない

で静
しず

かに過
す

ごします。 

○空
あ

き教室、特別
とくべつ

教室
きょうしつ

、屋上
おくじょう

、ベランダ、駐 車 場
ちゅうしゃじょう

には、入りません。 

○裏
うら

校庭
こうてい

、ロータリーでは遊びません。 

○遊
あそ

び終
お

わったら、後片付
あとかたづ

けをしっかりします。 

○ボールをけっての遊
あそ

び、バットを使
つか

っての遊
あそ

びはしません。 

○廊下
ろ う か

は静
しず

かに右側
みぎがわ

を歩
ある

きます。 

〇階段
かいだん

は右側
みぎがわ

を 1段
だん

ずつ上
のぼ

り下
お

りします。 

○お客
きゃく

様
さま

にもあいさつをします。 

〇タブレットは、学習以外では使いません。 

放課後
ほ う か ご

 
○勝手

か っ て

に残
のこ

って校舎内
こうしゃない

、校庭
こうてい

で遊
あそ

びません。 

○下校後
げ こ う ご

は特
とく

に用事
よ う じ

がない限
かぎ

り、学校
がっこう

には来
こ

ないようにします。 
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日
（
１
年
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日
）
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日
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日
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日

０
日
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0
日
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1
日
(1
4
/
7
)

2
0
日

1
6
日

1
7
日

1
9
日

1
6
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（
6
年
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日
）
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1
・
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・
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日
/
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日
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・
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0
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日

年
間
１
年
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日
/
2
・
3
・
4
・
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年
1
9
9
日
/
6
年
1
9
4
日

3
1
水

日

授
業
日
数

木
3
1
火

日
５
年
一
宮
校
外
学

習
②

大
晦
日

学
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無
人
化

3
1

水
3
1
月

水
土

3
0

3
0
日

火
金

3
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日
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8

2
9
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月
木
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金
日
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金

祝
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の
日
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日
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金
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木
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月
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日
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火
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7
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6
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金
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水
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懇
談
会
/
3
年
5
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時

６
年
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チ
ャ
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登
校
日
/
ピ
カ
ピ

カ
デ
ー

6
年
修
学
旅
行
②

2
7
土

火

短
３
/
就
学
時
健

康
診
断

学
校
無
人
化

火

月
水

土
月

2
6
金

月
火

木
日

火 金

祝
:天
皇
誕
生
日

金
月

2
5

2
5
火

木
日

2
5
火

日

水
土

2
4
月

水
土

短
５

1
・
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・
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年
授
業
参
観
・
懇
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会
/
4
・
5
・
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年
6
校
時
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3
日
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1

日
2
4
月

木
日

2
4
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2
0
木

2
2

祝
:勤
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の
日

冬
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開
始

～
１
／
５

日
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土
2
3

金

祝
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の
日
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水

ク
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ブ
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最
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火
金

2
2
日

2
2
土

月

2
1
金

日
水

2
1
金

2
1
日

水
木

木
2
2
土

月
木

1
8

土
火

水
日

水
2
0
金

月
水

1
9
水

金
月

1
9
水

2
0
木

木
土

火

短
5
/
給
食
最
終
日
/

個
人
面
談
④

2
年
校
外
学
習

1
8
木

日
月

金
月

1
8
水

土
月

1
9
金

月
火

木

日

1
6
日火

木
日

1
8
火

木
日

1
7

１
年
給
食
開
始

短
4
/
船
橋
支
会

祝
:海
の
日

学
校
閉
庁
日

1
7
月
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土

1
7
月

水

学
年
会

土
1
6

1
4

日
水

1
4
金

1
6
火

月
木

土 金

1
4
金

火
金

1
6
日

火
金

1
5

月
水

1
2

日
水

木

1
5
土

月
木

1
5
土

月
木

1
4
土

火
木

1
5
月

木
金

日
水

学
年
会

ク
ラ
ブ
②

1
2
金

月
火

1
3
木

土
火

1
3
木

土
火

1
2
木

日
火

1
3
土

火
水

金

月

1
0
月水

金
月

1
2
水

金
月

1
1

入
学
式
/
2
-
6
年
1
校
時

委
員
会
②

祝
:山
の
日

1
1
火

木
日

1
1
火

木

短
３
/
始
ま
り
の
会

4
・
5
・
6
年
授
業
参
観
・

懇
談
会

日
1
0

8
月

木
8
土

1
0
水

火
金

日 土

8
土

水
土

1
0
月

水
土

9

火
木

6

月
木

金

9
日

火
金

9
日

火
金

8
日

水
金

9
火

金
土

月
木

6
土

火
水

7
金

日
水

7
金

日
水

6
金

月
水

7
日

水
木

土

4
火

木
日

木
土

火
6
木

祝
:こ
ど
も
の
日

5
水

金
月

5

金
日

金

祝
:文
化
の
日

学
校
無
人
化

水

金
月

4

木
土

3
水

土

冬
季
休
業
終
了

火
土

火

3
月

水
土

3
月

水
土

2

祝
:憲
法
記
念
日

木
日

3

木
金

2
日

火
金

2
日

火
金

1
日

水
金

1
土

月
木

1
土

2
火

土
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

令
和
５
年
度
　
年
　
間
　
行
　
事
　
予
　
定

船
橋
市
立
薬
円
台
南
小
学
校
(保
護
者
用
)

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

2
0
2
3
/
4
/
1
9

予
定
で
す
の
で
、
毎
月
の
学
年
だ
よ
り
で
、
学
年
の
行
事
は
確
認
く
だ
さ
い
。

短
３
…
下
校
1
1
:2
0
　
　
短
４
…
下
校
1
3
:1
5
　
４
校
時
給
食
な
し
…
下
校
1
2
:1
0
　
４
校
時
給
食
…
下
校
1
3
:3
0
　
短
５
…
下
校
1
4
:2
0

5
・
6
年
携
帯
安
全
教

室

１
年
生
を
迎
え
る
会
/
短

５
/
全
校
引
渡
訓
練

新
体
力
テ
ス
ト
予
備
①

学
校
無
人
化

短
５
/
学
区
訪
問
⑤

短
3
/
始
ま
り
の
会

委
員
会
⑦

短
４

5
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周
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記
念
式
典
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日

学
校
無
人
化

1
月

祝
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ど
り
の
日

給
食
開
始

委
員
会
⑥

4
火

4
木

日
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日
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委
員
会
⑤

短
4

委
員
会
⑧

６
年
短
４
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５
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運
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ク
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の
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４
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木
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３
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委
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③
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①
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４
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①
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②
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①
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⑩
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/
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/
１
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５
年
１
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懇
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５
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1．小学校入学準備費について

2．支給対象者　

　下記の①～④のすべてに該当する方が対象となります。

　　③生活保護世帯ではない方（生活保護費から同様の費目が支給されるため）

　　④次の(ⅰ)、(ⅱ)のいずれかに該当する方

　　　(ⅰ)児童扶養手当（船橋市におけるひとり親世帯等の手当）を受給している。

　　　(ⅱ)経済的に困窮している（令和4年中の収入で審査を行います。目安金額は下記参照）。

2人

3人

　※世帯の年齢構成等により認定となる収入金額は異なるため、目安金額以下でも認定とならない場合があります。

3．申請書類

①　小学校入学準備費支給申請書　兼　同意書

③　令和５年度市県民税課税（非課税）証明書（令和４年中の収入）

　※③の書類は以下に該当する方のみ必要となります。

　　ⅰ）令和５年１月２日以降に船橋市へ転入された方

　　ⅱ）船橋市に住民登録がない方（単身赴任等）

4人

5人

6人

父（42歳）母（37歳）子（10歳、5歳） 約438万円以下

父（44歳）母（40歳）子（13歳、10歳、5歳） 約501万円以下

父（45歳）母（39歳）子（10歳、5歳）祖父（72歳）祖母（69歳） 約534万円以下

約445万円以下

父（39歳）母（38歳）子（10歳、8歳、5歳、2歳）

父（38歳）母（33歳）子（5歳、5歳、2歳）

②　申請者名義の通帳コピー
　　（金融機関名・支店名・口座名義（カナ）・口座番号が記載されているページ）

　               ※令和５年１月１日時点で住民登録のあった市区町村にて取得してください。なお、総収入・
　　                 給与収入・合計所得・各種所得・扶養人数・各種控除金額等が記載されているものが必要で
　　                す。上記金額等の記載がないものや、その他の書類で代用はできませんのでご注意ください。

　【申請者全員】

約521万円以下

　以下の書類を揃えてご申請ください。なお、申請書は船橋市教育委員会学務課（船橋市役所７階）、各小学校の事務室、
市ホームページ（裏面中段に二次元コード有）からのダウンロードのいずれかで取得可能です。

約307万円以下

父（36歳）母（34歳）子（5歳） 約386万円以下

父（38歳）母（36歳）子（5歳、2歳） 約415万円以下

母（35歳）子（5歳）

令和６年度入学者対象
小　学　校　入　学　準　備　費　の　ご　案　内

　　①船橋市に住所を有し、住民登録がある方

　　②令和6年4月に「船橋市立小学校に就学する」「他市区町村立小学校に区域外就学する」予定の新小学校1年生の
　　　 児童をもつ保護者

収入金額の目安≪「収入」は控除前の金額になります。≫　

世帯の
人数

認定となる年間総収入の
目安

　船橋市では、経済的な理由により学校で必要となる諸経費についてお困りの保護者の皆さまに、費用の一部を援助する

「就学援助制度※」を行っております。
　「小学校入学準備費」は就学援助制度の支給費目のひとつである「新入学児童生徒学用品費」を入学前に支給するもの
です。支給金額は54,060円となります。

　※就学援助制度に認定されると、学用品費や校外活動費の一部が支給されたり、学校給食費が免除となります。詳細に
ついては市HPをご参照ください（裏面下段に二次元コード有）。なお、「令和6年度就学援助制度」についての案内書類が
入学後に配布されますが、「令和6年度就学援助制度」を希望する場合は入学後に在籍校へご申請いただく必要がありま
すのでご注意ください。

世帯構成（例）
※原則として同居している方全員を、同一世帯として審査します。

　【該当者のみ】

令和５年度（令和４年中収入）の住民税が未申告の方は、必ず申請前に申告を行ってください。未申告の場合、審査できません。



4．申請書類受付期間・提出先

窓口 郵送

●申請書類提出先

・船橋市教育委員会学務課(船橋市役所7階)

　11/1～12/28、1/4～1/31の9：00～17：00(期間中の土日祝日を除く)

【郵送で申請する場合】　船橋市教育委員会学務課宛に送付してください。

　送付先：〒273-8501　船橋市湊町2丁目10番25号　　船橋市教育委員会　学務課（7階）　

　　※必ず封筒表面に「小学校入学準備費申請書類在中」とご記載ください。

　　※各申請期間の最終日必着（12/8、1/31）となります。なお、郵便事故等の責任は負いかねますので、

　　　　郵送の際は特定記録郵便等をご利用される等、 ご注意くださいますようお願いいたします。

・市内各小学校事務室　※書類の受取のみ。郵送受付不可

　※市内各小学校では申請書を持参した場合のみ受付可能です。

　

　船橋市教育委員会　学務課　就学助成係(船橋市役所７階)

　〒273-8501　船橋市湊町2-10-25

　☎047-436-2852

（船橋市HP）
就学援助制度の概要
等についてはこちら→
※小学校入学準備費
とお間違えの無いよう
ご注意ください。

②児童扶養手当を受給中として申請された方で、審査時点で児童扶養手当の受給の確認が出来ない場合は、令和4年中
　 の収入で審査を行います。その際、申請書類に不備がある場合は審査できません。

　※郵送での受付は学務課でのみ行っております。
　※12月8日までにご申請いただき、認定となれば早めの支給となります。
　※書類不備、税の申告漏れ等があると審査を行うことができません。
　※申請期間を過ぎた場合は受付できません。
　※海外収入があった、何らかの事情で税情報がない、添付書類が提出できない場合はお問い合せください。

支給予定日

1月26日頃

3月8日頃

1月26日頃

3月8日頃
〇

×
11月１日～12月8日

12月11日～1月31日

11月１日～12月8日

　11/1～12/27、1/4～1/31の9：00～16：00
　(期間中の土日祝日及び学校ごとの振替休日を除く)

5．申請にあたっての注意事項

申請期間申請書類提出先

小学校入学準備費の申請後や受給後に他市へ転出、または私立小学校への入学となった場合は、
必ず学務課へご連絡ください。

●お問い合わせ先 (小学校入学準備費については各小学校ではお答えできません)

船橋市教育委員会
学務課

市内各小学校
事務室

〇

〇

⑤「令和6年度就学援助制度」は、原則令和5年中の収入で審査を行います。そのため、小学校入学準備費と「令和6年度
　 就学援助制度」は審査結果が異なる場合があります。「令和6年度就学援助制度」についての案内書類が入学後に配布
   されますので、「令和6年度就学援助制度」を希望する場合は入学後に在籍校へご申請ください。

①小学校入学準備費では、同住所に居住する方を審査対象としています。住民票上で世帯分離をしている場合でも、同住
　 所に住んでいる方全員を申請書に記載してください。

③審査結果は申請日に応じた各支給予定日の10日程前に郵送予定です。なお、お電話等で審査結果やご指定いただい
　 た口座に関するお問い合わせにはお答え出来かねます。

④小学校入学準備費が認定となった場合でも「令和6年度就学援助制度」を希望する場合は入学後に改めて申請いただ
　 き再度審査を行います。なお、小学校入学準備費を受給した方は「令和6年度就学援助制度」で認定となっても「新入学
　  児童生徒学用品費」は支給されません。

12月11日～1月31日

(船橋市HP)
小学校入学準備費の

申請書はこちら↓



 

（裏面に続く） 

 

「入学指定校変更についてのお知らせ」 
船橋市教育委員会 

 

 入学する学校は、あらかじめ定められている通学区域に基づいて指定していますので、自

由に選択することはできません。 

しかし、次のような特別な理由があると認められる場合には、入学する学校を変更するこ

とができます。 

『 指定校変更許可理由 』 

１．転居することが確実なため、転居予定先の学校にあらかじめ入学を希望するとき 

２．留守世帯であるとき（両親共働きのため祖父母宅に預ける場合など。小学校に限ります。） 

３．新入学児童生徒に身体的な理由があるとき 

４．新入学時にきょうだいが在学している学校を希望するとき 

５．通学区域に基づく入学指定校に比べて住居から明らかに近い学校を希望するとき（※１・２） 

６．入学指定校に希望する部活動がないとき（中学校に限ります。）（※１・３） 

７．過大規模校から隣接する保有普通教室数に余裕がある学校を希望するとき（裏面（※４）の 

該当校のみ） 

 

≪ ご注意 ≫ 

(※1) 船橋市では、児童生徒数の増加により教室数に余裕がない学校があります。 

下記の学校（通学指定校変更にかかる保有普通教室数に余裕がない学校）は、学区内 

に居住する児童生徒の就学を優先するため、指定校変更の制限をしており、 

「５．通学区域に基づく入学指定校に比べ住居から明らかに近い学校を希望するとき」 

「６．入学指定校に希望する部活動がないとき（中学校に限る）」 

の理由による指定校変更をお断りしています。 

 

『通学指定校変更にかかる保有普通教室数に余裕がない学校』については、毎年、児童生

徒数の推計に基づき見直しを行います。令和６年度については下表のとおりです。   

令和６年度 通学指定校変更にかかる保有普通教室数に余裕がない学校 （２９校） 

船橋小学校 宮本小学校 峰台小学校 西海神小学校 

葛飾小学校 八栄小学校 二和小学校 法典小学校 

法典東小学校 塚田小学校 行田西小学校 前原小学校 

中野木小学校 高根台第二小学校 高根台第三小学校 坪井小学校 

塚田南小学校   

船橋中学校 湊中学校 宮本中学校 若松中学校 

海神中学校 葛飾中学校 行田中学校 旭中学校 

御滝中学校 前原中学校 二宮中学校 坪井中学校 
 

 

（令和６年度新入学用） 

制度に関する詳しい

ご案内はこちら→ 



                                      

(※２) 距離の理由による変更は、通学指定校に比べて、目安として２５０ｍ以上近い学校を

希望する場合に変更できます。変更の可否は学務課が行う計測結果に基づき判定し

ます。 

 

(※３) 部活動の理由による変更は、『徒歩で通学できること』、『部活動を三年間続ける強

い意志があること』および『希望校の部活動の受け入れが可能であること』などの条

件があります。『希望校の部活動が強いから』などの理由では変更できません。 

 

(※４) 変更理由「７．過大規模校から隣接する保有普通教室数に余裕がある学校を希望す

るとき」の対象校は、下記のとおりです。 

 

  令和６年度 過大規模校（8校）と変更ができる隣接する学校 

 過大規模校   変更ができる学校  

宮本小学校 →         湊町小学校、若松小学校 

葛飾小学校 →         海神南小学校・小栗原小学校 

八栄小学校 →            市場小学校・夏見台小学校・高根小学校・飯山満南小学校 

法典小学校 →         丸山小学校・法典西小学校  

中野木小学校 →       二宮小学校・飯山満小学校・飯山満南小学校 

坪井小学校 →         習志野台第一小学校・習志野台第二小学校・古和釜小学校 

塚田南小学校→        行田東小学校 

船橋中学校 →           高根中学校・飯山満中学校 

過大規模校については、毎年、児童生徒数の推計に基づき見直しを行います。 

 

(※５) 小学校の指定校変更が卒業まで認められる場合であっても、中学校には継続となり

ません。中学校は通学区域に基づく指定校となります。（７の理由を除く） 

 

(※６) 『幼稚園・保育園又は小学校の友達と同じ学校に入学したい』などの友人関係を 

    理由とする入学指定校変更は認められません。 

 

 変更理由や個々の状況により、条件や添付書類などが異なります。 

入学指定校変更を希望される場合は、下記まで電話にてご相談ください。 

なお、きょうだい関係や距離を理由に変更をご希望の場合は、船橋市オンライン申

請・届出サービスでの相談も受け付けております。 

 

あらかじめ学務課にご相談いただいたうえで、１月中旬～下旬発送予定の入学通知

書（住所に基づく指定校名のもの）到着後に、船橋市教育委員会学務課に申請（窓口・

郵送）を行っていただきます。 

 

 
 

 
←手続きに関

する詳しいご

案内はこちら

から 

 

船橋市教育委員会 学務課 学事係 

〒273-8501 船橋市湊町２－１０－２５（船橋市役所７Ｆ）             

℡０４７－４３６－２８５３ Fax０４７－４３６－２８５４ 








